
 

 

 

 

 

広島港港湾計画の変更について 
 

１ 要旨 

令和７年８月 19日の建設委員会で報告した「広島港港湾計画の変更（案）」について、広島県広島

港地方港湾審議会に諮り、「適当である」との答申を受け、広島港港湾計画を変更した。 

 

２ 変更の概要 

広島港坂地区において、土地利用計画及び土地造成計画を変更した。 

(1) 土地利用計画 ※坂地区全体の面積 

既定計画 変更計画 

埠頭用地 0.6ha 

港湾関連用地 1.3ha 

工業用地 37.8ha 

都市機能用地 48.8ha 

緑地 5.8ha 

  

埠頭用地 0.6ha 

港湾関連用地 1.3ha 

工業用地 37.8ha 

都市機能用地 48.8ha 

緑地 5.8ha 

交通機能用地 0.3ha（＋0.3ha）  

(2) 土地造成計画（上記土地利用計画のうち、埋立造成を行う面積） ※坂地区全体の面積 

既定計画 変更計画 

埠頭用地 0.3ha  埠頭用地 0.3ha 

交通機能用地 0.2ha（＋0.2ha） 

(3) 変更箇所図 

変更計画 

 

 

３ 変更手続 

広島港地方港湾審議会 ：令和７年 11月 18日 

県報による公告    ：令和７年 11月 27日 

令和７年 12月９日 
課 名 土木建築局港湾漁港整備課 
担当者 港湾計画担当監 井上 
内 線 4024 
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海田地区 変更箇所 
【土地利用計画】 
交通機能用地 0.3ha 

【土地造成計画】 
交通機能用地 0.2ha 

坂地区 

拡大図 


